


参考① 知的財産推進計画２０１６ （平成28年５月９日 知的財産戦略本部決定 ） （抜粋）
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第１．第４次産業革命時代の知財イノベーションの推進
１．デジタル・ネットワーク化に対応した次世代知財システムの構築
（１）現状と課題 （中略）

＜新たな情報財の創出に対応した知財システムの構築＞
デジタル・ネットワーク技術の更なる発展により、人間が創作した情報を幅広く保護対象とする著作権法の根底にある「創作性」という概念では

説明のできない価値ある情報が出現してきている。例えば、人工知能から生み出される音楽や絵画、人間の動き、物の挙動といった現実世界に
起きていることを機械的に記録するビッグデータなどが想定される。
このような新たな情報財は、それを活用した新しいイノベーションや人間社会を豊かにする新しい文化を生み出す可能性を有しており、我が国とし

てその創出・利活用に積極的に取り組むとともに、それに必要な知財システムの在り方について検討することが必要である。（中略）

（人工知能によって生み出される創作物と知財制度）
（中略）現在の知財制度上、人工知能が自律的に生成した生成物は、それがコンテンツであれ技術情報であれ、権利の対象にならないというの

が一般的な解釈である 。しかしながら、人間の創作物とＡＩ創作物を外見上見分けることは通常困難である。
（中略）ＡＩ創作物のうち、著作物に該当するような情報である音楽、小説といったコンテンツは、著作権制度が無方式主義をとっているため、創作

と同時に知財保護が適用され、権利のある創作物に見えるものが爆発的に増える可能性が懸念されることから、優先的に検討していくことが必要で
ある。その際、あらゆるＡＩ創作物（著作物に該当するような情報）を知財保護の対象とすることは保護過剰になる可能性がある一方で、フリーライド
抑制等の観点から、市場に提供されることで一定の価値（ブランド価値など）が生じたＡＩ創作物については、新たに知的財産として保護が必要とな
る可能性があり、知財保護の在り方について具体的な検討が必要である。（以下、略）

（３Ｄプリンティングと知財制度）
（中略）当面の具体的な取組として、知的財産権によって保護されない物の３Ｄデータを対象に、投資保護と促進の観点から、例えば３Ｄデータの

制作過程において生じた付加価値に注目しつつ、一定の価値の高い３Ｄデータに関する知財保護の在り方について検討を進めていくことが必要
である。

（ビッグデータ時代のデータベースの取扱い）
（中略）このように、様々な態様のデータベースが出てきている中、現行の著作権法では保護が難しいと考えられる「創作性が認められにくいデー

タベース」について、海外の動向や契約等による保護の実態等に照らしつつ、保護の要否や方法について検討を進めることが必要である。また、
公的研究資金による研究成果を格納しているデータベースについては、オープンサイエンスに係る動向を踏まえつつ、オープン化と保護の在り方
について、引き続き検討が必要である。

（２）今後取り組むべき施策 （中略）
＜＜新たな情報財の創出に対応した知財システムの構築＞＞
（人工知能によって自律的に生成される創作物・３Ｄデータ・ビッグデータ時代のデータベース等に対応した知財システムの検討）
・ＡＩ創作物や３Ｄデータ、創作性を認めにくいデータベース等の新しい情報財について、例えば市場に提供されることで生じた価値などに注目しつ
つ、知財保護の必要性や在り方について、具体的な検討を行う。（短期・中期）（経済産業省、内閣府、関係府省）（以下、略）










